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ゴールデンウィークに備え防疫対策の徹底を！！

一昨年発生が確認された新型コロナウイルス(COVID-19)の人への感染が世界的
に拡大、継続しており、各国・地域で海外渡航の自粛等、感染拡大を防止する措置
が取られ、人・モノの移動が減少している状況ではありますが、引き続き家畜伝染
病の病原体の侵入防止のため、防疫対策を徹底しましょう。

引き続き、飼養衛生管理の徹底をお願いします！

台湾でランピースキン病の発生が確認されました！

台湾新北市の肉牛農場においてランピースキン病の発生が確認されました。
台湾本島における同疾病の発生は今回が第1例目となります。

4月14日午後 ・新北市家畜衛生当局が同市内の農場視察時、
しこり及び発熱の症状を呈す牛8頭を発見

4月15日 ・家畜衛生試験所によるPCR検査の結果、ラン
ピースキン病ウイルス遺伝子を検出
・発病牛8頭を殺処分し、周辺農場の移動制限お
よび臨床観察を実施

※2021年4月15日時点において、発生農場以外の飼養牛に異常なし。

１ 海外渡航の自粛！
アフリカ豚熱、口蹄疫等の発生地域への渡航は自粛しましょう！
２ 立入者衣服交換！手指消毒！
衛生管理区域に入る人は専用衣服と長靴を着用し、手指の消毒を徹底しましょう！
３ 毎日の健康観察！早期発見及び早期通報！
異常を認めたら、直ちに当所に通報してください！

４ 従業員への教育！

農場への病原体持ち込み防止や、農場内外での肉製品などを含む畜産物の放置

禁止を徹底しましょう！



牛の健康状態には常に注意し、疑わしい症状があればすぐ獣医師や家畜保健衛生所に連絡
をしてください。
東部家畜保健衛生所 Tel.0475-52-4101   Fax.0475-52-3335

※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

写真出典：台湾行政院農業委員会 2021年4月15日付プレスリリース添付資料

【発病牛の様子】

毎日の健康観察を行い、ランピースキン病を疑う
臨床症状を観察した場合には、速やかに家畜保
健衛生所へ届け出てください。

本病を媒介する節足動物（ハエ、カ、ヌカカ、ダニ
など）の駆除など、対策をお願いします！

定期報告書をまだ出していない方は、提出をお願いします！

ランピースキン病とは？

河川流域や低地に多く、多湿な夏季に多く発生する疾病。

接触や唾液（飼料、飲水、昆虫介在）で感染し、発熱、食欲不振の
他、全身特に頸部、背脚部、外陰部等に多数の結節が観察される。
その他、泌乳量の減少や浮腫などが認められる。

有効な治療法はなく、万一国内で発生が認められた場合には早期
の摘発淘汰が必要。



口蹄疫の特定症状

1 次のいずれにも該当すること。
イ 摂氏39.0度以上の発熱があること。
ロ 泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下又は泌乳の停止があること。
ハ 口腔内に水疱があること。

2 同一の畜房（単飼の場合にあっては、同一の畜舎）内において、複数の家畜の口腔
内等に水疱等があること。

3 同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜（1の畜房につき1の哺乳畜を飼養してい
る場合にあっては、同一の畜舎内において、隣接する複数の畜房内の哺乳畜）が当日
及びその前日の2日間において死亡すること。
ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害そ
の他の非常災害等口蹄疫以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限
りでない。

再度、ご確認ください！

疑わしい症状を
見つけたら、直
ちに通報を！！


